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滞納市税に係る一斉催告を実施滞納市税に係る一斉催告を実施

　市では、令和３年度の市税が未納の方には１２月１日に、令和２
年度以前の市税を滞納している方には１１月２４日に、一斉に催告
書を送付しました。まだ納税がお済みでない方は、至急納付し
てください。期限までに、納付または納税相談がない場合は、
財産を調査し、差押えに着手する場合があります。
　なお、新型コロナウイルスの影響により、収入に相当の減少
があるなど、納付困難な方は、納税課へご相談ください。
※送付した催告書と行き違いに納税された場合はご容赦くださ
い。
　令和２年度の市税納税率は、近隣５市１町中で第１位でした。

物納税課☎奮３３０

物社会教育課☎奮３６５、人権・男女共同参画課☎奮８１１

人 権 そ れ は人 権 そ れ は 愛
インターネットにおける人権侵害
� ～ＳＮＳは正しく使いましょう～

　インターネットの普及により、私たちの生活はより便利にな
り、離れた場所でもコミュニケーションの輪を広げることが可
能になりましたが、一方でインターネットを悪用した行為やト
ラブルが増えています。
　特に、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を
通じた差別的な書き込み、特定の個人に対する誹
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中傷やイン
ターネット上でのいじめなど深刻な人権侵害が少なくありませ
ん。また、新型コロナウイルス感染症などの社会不安による悪
意あるデマも散見されます。昨今、これらの行為は、社会的に
許されないものと認知され、民事事件や刑事事件にも発展して
います。
　そして、インターネットで発信した内容は、瞬く間に世界中
に広がり、消したくても消せない「デジタルタトゥー※」とし
て残り続ける危険性があります。軽い悪ふざけで発した言葉が、
インターネットを通して差別を助長し、誰かを傷つけ続けるか
もしれません。
　今一度、自分のＳＮＳの使い方を見直し、人権侵害につながる
行為は絶対にやめましょう。日頃から、インターネット上にお
いても、お互いを尊重する行動を心掛けることが大切です。
　国では、世界人権宣言が国際連合総会で採択された昭和２３年
（１９４８年）１２月１０日を記念して、毎年１２月４日から１０日までを人
権週間と定めています。
　また、埼玉県では、１２月４日から１０日まで「人権尊重社会を
めざす県民運動強調週間」として定めています。
※　�一度インターネット上に記録されたデータは容易に消去す
ることができない入れ墨（タトゥー）になぞらえた語。

案内案内
八潮市議会定例会の傍聴

　令和３年第４回八潮市議会定例
会を１２月１７日まで開会していま
す。
一般質問日＝１２月１４日㈫～１６日
㈭
※一般質問とは、議員が市の仕
事全般について、執行機関から
現在の状況やこれからの考えを
聞くこと
払各日２１人（当日先着順）
物議事調査課☎奮２７７

　広報やしおに掲載した、市が主催するイベントなどについて
は、新型コロナウイルス感染の防止対策を講じたうえで開催し
ます。なお、中止・変更になる場合がありますので、詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

ＨＯＴＨＯＴ
市役所の電話

996-2111
FAX

995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した内容が聞き取
れなかった場合、再度聞き直せます（定
時放送を除く）。通話料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

コーナーコーナー

おしらせおしらせ

会議の開催
第２回八潮市都市計画マスター
プラン策定委員会の傍聴
腹１２月２７日㈪　午前１０時～
複市役所第２会議室
淵アンケート結果、全体構想（都
市づくりの目標、将来都市構造）
について
払５人（当日先着順）　
物都市計画課☎奮２７０

コンビニ交付サービス
の一時利用停止
　システムメンテナンス作業の
ため、証明書のコンビニ交付サ
ービスを一時停止します。

腹１２月２９日㈬～令和４年１月３日
㈪・１２日㈬・２０日㈭・２１日㈮
物住民票・印鑑証明・戸籍関連
＝市民課☎奮２１０、課税（所得）
証明・非課税証明関連＝市民税
課☎奮２０６

八幡公民館利用予約
　令和４年４月１日㈮にリニュー
アルオープンを予定している八
幡公民館の予約を再開します。
抽選予約　令和４年１月１日㈷～
１０日㈷
通常予約　令和４年１月１９日㈬～
窓口での予約は、令和４年１月４
日㈫～八條公民館窓口（受付＝
午前９時～午後５時）へ
※利用に当たっては、公民館利
用団体届出書の提出が必要です。
物八幡公民館☎９９５－６２１６

令和４年度学童保育所
の利用

　私立小学校などに就学（入学）
する市内在住の児童で、市内の
学童保育所の利用を希望する方
は、１２月２８日までに、保育課に
ご相談ください。
物保育課☎奮８８４

令和３年度第２回入学準
備金貸し付け（無利子）

覆次のすべてを満たす方

▼市内に住民登録があり、引き
続き１年以上在住している方▼
高校・専修学校・大学に入学す
ることが確実な方の保護者で、
入学費用の支払いが困難な方
※要連帯保証人１人（住所・所
得要件などあり）
貸付限度額　高校・専修学校＝
１５万円、大学＝２５万円
受付期間　令和４年１月５日㈬～１
月２５日㈫※合格発表前でも申請
できます。
返済方法　入学後６カ月据え置
き、修学期間終了までに返済
※そのほか、高校・専修学校・
大学に入学することが確実また
は在学中の方（本人）・市内小
中学校の児童生徒の保護者（入
学する児童生徒を含む）が借り
ることができる教育資金（無利
子）の貸し付けもあります。
物教育総務課☎奮３６１

河川などの異常水質事
故の防止
　河川や水路に油や薬品などが
流れ、魚が死んだり、水道水や
農業用水の取水に影響が出る異
常水質事故が多く発生していま
す。年末の大掃除などの際に、
不要な塗料や油、農薬などの取
り扱いは十分にご注意いただき、
決して河川や水路、側溝に流さ
ないようお願いします。事故対
応の費用は、事故原因者の負担
となります。
　もし、異常水質事故を見つけ
た場合には、速やかにご連絡く
ださい。
物県越谷環境管理事務所☎０４８
－９６６－２３１１、環境リサイク
ル課☎奮３３８


